別紙1（要綱第9条関連）

開発行為等に伴う水道施設整備工事に関する立会いについて

○立会い
開発行為等に伴う水道施設整備工事に関して、開発行為者及び水道施設施工業者は以下の項目について立会いを求め、実施設計の内容及び庄内広域水道企業団水道工事施工仕様書及び要領等の各種基準に適合しているかの確認を受けなければならない。

（１）法線確認…着工前に起終点位置・布設位置・給水管分岐箇所等の確認を実施。
（２）材料確認…庄内広域水道企業団の承認を受けた資材であること。
（３）継手確認…企業長が指定する箇所で確認を実施。
（４）水圧試験…庄内広域水道企業団水道工事施工要領に基づく。
（５）不断水取出し工法…庄内広域水道企業団水道工事施工要領に基づく。
（６）その他企業長が必要であると判断したもの。

※給水装置の立会いに関しては、給水装置工事として行う。
※企業長と協議により、書面確認も可とする。
※要綱第9条に記載の断水工事、通水作業に関しても立会いを求めること。


別紙２（第11条関連）

水道施設の検査及び寄付採納依頼　添付竣工書類

１）完成書類
①位置図
②平面図
③埋設状況断面図
④配管詳細図
⑤配管図
⑥オフセット図
⑦仕切弁位置図
⑧給水管切替図
⑨サドル延長管理図
２）出来形管理図表
３）品質管理図表
４）工事写真
５）完成写真
※竣工書類については、庄内広域水道企業団水道工事施工要領の「工事完成書類作成要領」、「工事記録写真撮影要領」を参照してください。




別紙３（第11条関連）

開発行為等に伴う水道施設整備工事に関する完成検査について


○完成検査
　開発行為等に伴う水道施設整備工事が完成した際、開発行為者は以下の検査を企業長より受け、全ての項目で合格しなければならない。検査の際に指摘を受けた箇所については開発行為者が改善を行い、再度企業長より検査を受け合格しなければならない。

　（１）竣工書類との照合
　　　・配水管布設延長が完成書類と適合しているか。
・起・終点、異形管及び仕切弁オフセットが完成書類と適合しているか。
・舗装面積が出来形管理図と適合しているか。
　（２）仕切弁筺設置状況
　　　・舗装面に対し、水平に設置されているか。
・蓋が舗装面より高くなっていないか。
・蓋が舗装面より著しく低くなっていないか。
・蓋の開閉に問題はないか。
・オフセット図に誤りはないか。
　（３）仕切弁設置状況
　　　・筺に対し、操作軸が真ん中に設置されているか。
・操作軸が土砂などで隠れていないか。
　（４）消火栓設置状況
　　　・垂直に設置されているか。
　　　・消火栓本体つば部分より下部の地表露出直管の寸法は適切か。
・開閉に異常がないか。
・出水状況は正常か。
・閉止した際、適切に地中直管部の水抜きがされているか。
・砲口に異常はないか。
　（５）排水口設置状況
　　　・土砂などで排水口が閉塞していないか。
・適切に排水できるか。
　（６）舗装復旧状況
　　　・凹凸などがないか。
　　　・端部及び接続部のすりつけ等が適切か。
（７）水質確認
　　・残留塩素、色、濁りなどに異常はないか。
　（８）その他企業長が必要であると判断したもの。

※給水装置の検査に関しては、給水装置工事として行う。
